
3. 福島原発事故への貢献

（２） 専門書の作成
（ⅰ）「原爆放射線の人体影響１９９２」
　医療従事者向けの原爆医療解説書の作成は、HICAREの歴史の巻頭を

飾る目玉事業であり、１９９２年（平成４年）６月に発刊された「原爆放射線の人

体影響１９９２」は、原爆被爆後４６年間の研究の成果を集大成したものとし

て、いまもなお高い評価を得ている。

　放射線の健康影響の幅広い理解と、世界各地で発生している放射線被ば

く者の医療のために原爆後障害研究の成果を役立てることを目的としたこの

原爆医療解説書の作成は、原爆医療解説書作成ワーキンググループ（担当

幹事：広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター副所長伊藤千賀

子、役職は当時）により進められたものであり、HICAREの発足前の１９９１年

（平成３年）１月、その活動は既にスタートしていた。

内容は、それまでに得られた研究成果に基づき、とくに人体への健康影響を中心として、疾患別にわかりやすい解説

を試み、それらの執筆は、主として広島で実際に原爆被爆者の医療・健康管理・研究に携わっておられた第一線の

方 ３々９名にお願いした。

１９９１年（平成３年）１月２２日以降、数回にわたるワーキンググループ（WG）会議の後に、同９月１７日からは重松逸造

氏（放射線影響研究所理事長、役職は当時）、伊藤千賀子氏、鎌田七男氏（広島大学原爆放射能医学研究所血液学

研究部門教授、役職は当時）、秋山實利氏（放射線影響研究所放射線生物学部部長、役職は当時）、および佐々木英

夫氏（放射線影響研究所臨床研究部副部長、役職は当時）の５名の編集者からなる編集委員会が３回開かれた。

これらの編集委員会を通して集まった原稿の確認・編集が重ねられ、㈱文光堂より１９９２年（平成４年）３月３１日に第

１刷が発行された。

（ⅱ）「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版）の発刊
「原爆放射線の人体影響１９９２」の要点を、図や表を使い、一般の人々にも

目で見てわかり易いように伝えるため、１９９２年度（平成４年度）は同書の要約

版の作成に取り組んだ。原爆医療解説書作成WGは、１９９２年（平成４年）６

月１日に第１回要約版編集会議を開催し、要約版の全体の構成，各テーマの

内容、執筆者、ページ数を決定し、７月３１日までに担当幹事へ提出するよう決

定した。

１１月２４日には、第３回要約版編集会議を開催し、要約版の初校原稿をもと

に、出版社である㈱文光堂も交え、図、表及び説明文等の内容について再検

討を行った後、１９９３年（平成５年）４月に「原爆放射線の人体影響１９９２」

（要約版）が発行された。

（ⅲ）「原爆放射線の人体影響１９９２」及び同要約版の英語版

の発行
「原爆放射線の人体影響１９９２」及び同要約版の英語訳については、１９９

２年度（平成４年度）から作業が進められており、原爆医療解説書作成WGに

おいては、質問およびその回答のとりまとめなど、翻訳者と各執筆者の間の連

絡調整を行ってきた。

１９９３年（平成５年）１０月には、「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版)

の英語版が一足先に出版された。

「原爆放射線の人体影響１９９２」の英訳については、１９９３年（平成５年）

１２月１８日に出版社と協議を行い、また、１２月２４日にはWGの会合を開き、そ

の時点でできあがっていた翻訳原稿について、執筆者に１月１０日までに目を通し修正してもらうこととした。この修正にお

いて、当初の日本語版から内容自体も修正されたものがあり、これについて２月８日に翻訳者と協議を行った。この後、執

筆者による翻訳原稿の再チェック等を経て、1995年（平成７年）４月に「原爆放射線の人体影響１９９２」の英語版が出版

の運びとなった。

なお、この「原爆放射線の人体影響１９９２」（英語版)は第３１回日本翻訳出版文化賞1995年度（平成７年度：日本翻

訳家協会主催）を受賞した。

（ⅳ）「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版）のロシア語版の発行
ＨＩＣＡＲＥの受入研修生のうち、ロシア語圏からの研修生が多いため、1998年度（平成１０年度）に「原爆放射線の人

体影響１９９２」（要約版）のロシア語版を作成した。このロシア語版は、それまでの日本語版、英語版と異なり商業出版を

目的としたものでなく、ロシア語圏からの研修生および旧ソ連地域の関係機関への寄贈用として作成した。(出版：１９９９

年（平成１１年）３月）

（ⅴ）「原爆放射線の人体影響　改定第２版」の発行
「原爆放射線の人体影響１９９２」は、発刊より原爆被爆者医療のバイブル

的存在として、更に、海外から研修で訪れる医療関係者のテキストとして活用

された。しかしながら、発刊より相当の年月が経過していくとともに、その間にも

原爆放射線の後障害に関する研究は進展を遂げ、その成果が数々の論文と

して報告された。このような背景のもとに、当協議会幹事会は、新たな研究の

成果を盛り込んだ改訂版を出す必要性を認識し、２００６年（平成１８年）に編

集ワーキンググループを立ち上げ、編集方針の検討を行うとともに出版に向け

た一連の作業を進めた。

　内容は初版の持つ原爆放射線医療のバイブル的存在としての位置づけを保ちつつ、あくまで純粋な科学的専門書

であることを基本とした。よりわかりやすい構成とするため、初版では記述が混在していた「原爆被曝(生存)者」「胎内被

爆者」「被爆二世（遺伝的影響）」を目次で大別し、更に個々の項目ごとに「要約」を設けることとした。本書の根幹となる

目次や執筆者の選定は、編集ワーキンググループの児玉和紀氏（放射線影響研究所主席研究員）、佐々木英夫氏（広

島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター所長、役職は当時）と星正治氏（広島大学原爆放射線医科学研究

所教授、役職は当時）が行った。

　初版の執筆は、広島で原爆被爆者医療に携わる方々に依頼したが、本書では、広島において第一線で活躍されて

いる方々に加え、長崎の方々にも依頼した。また、巻末には「用語解説」を設けて、一般的ではないいくつかの用語につ

いて簡潔な解説を加え、一般の読者の便を図ることとした。こうして２０１２年（平成２４年）の３月３０日の第1刷発行に至

ることとなった。
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Ⅲ HICAREの主な活動状況

　福島原子力発電所事故（福島原発事故）が発生して6年以上が経過した。

　この間、県民や政府、福島県及び多くの関係者の献身的な努力により着実に復興に向けた歩みが進んでいる。原発

周辺の避難指定が解除され落ち着きを取り戻す一方で、いまだに低線量・低線量率放射線被ばくの人体影響につい

ての懸念が続いており、復興を妨げている現状がある。福島原発事故における広島の役割として福島の復興に力を尽

くすことが求められている。　　

（１） 事故当時の対応
　２０１１年（平成２３年）３月１５日、福島県知事（災害対策本部）から広島県知事に対し、同月１１日の東日本大震災

で被災した福島第一原子力発電所の事故に対処するため、放射線技師及び看護師等を派遣するよう緊急要請が

あった。

　これを受け、広島県からHICAREに対し、放射線量測定チームの編成・派遣の要請があったため、次のとおり、放射

線技師及び看護師等からなる６人のチームを直ちに編成し、３月１６日から２２日の７日間派遣した。

　現地では、福島県県中（けんちゅう）保健所と合同で、次の活動を行った。

①　県中保健所管内の避難所（12か所）を巡回し、「放射線スクリーニング検査」を実施

②　①の検査の結果、福島県が設けた除染基準に達する汚染があった場合には，除染を実施

③　①の検査の結果について、証明書を発行

　その後、福島県が放射性物質の影響による県民の健康不安の解消と将来にわたる健康管理の推進等を図ることを

目的に、約２００万人の県民全員を対象に健康管理調査を長期間にわたって実施することを受け、この健康調査の実施

に当たっては福島県に対する国の全面的な支援が不可欠であることから次のように国に提言を行った。

・健康管理は、早期発見・早期治療とともに、健康不安の解消に役立つという目的を、対象となる者に十分に説明し、理

解を得た上で行うことが必要であること。

・外部被ばくのみでなく、内部被ばくも視野に入れた調査項目の設定が重要であること。

・強力な管理運営体制の構築と、国内外の第三者機関の評価を受けつつ実施することが重要であること。

・HICAREとして、これまでに培った原爆被爆者医療の経験をもって最大限の協力を行う用意があること。

また、HICAREの理事・幹事を務めておられる、広島大学の神谷研二氏と放射線影響研究所の児玉和紀氏は、国

の原子力災害専門家グループや福島県の調査検討委員会のメンバーとしても広島の知見を活用するなどのサポートを

していった。

（２）構成機関による支援
県民の健康管理と健康増進は、福島復興では最も重要な課題である。放射線災害後の健康管理には、住民の被ば

く線量を推定し、それに伴う健康影響を把握すると共に健康をケアする対策が必要となるなど、専門的な取り組みが求

められる。福島県は、県民の外部被ばく線量を推定し、県民の健康状態を把握するために県民健康調査を実施してい

る。広島には、被爆者における原爆放射線の健康影響の解明や、健康管理、さらには被爆によって誘発された疾患の

診断治療等を長年にわたり実施してきた被爆医療の専門機関が存在する。これらの専門機関には、長年の経験と知識

や技術が蓄積されており、福島の県民健康調査を計画する際にもこれら機関の多くの専門家がその支援を行ってきた。

　放射線影響研究所は、長年に渡り被爆者の長期疫学調査を行い、放射線の人体影響に関して世界で最も総合的

で正確な知見を報告してきた。この知見は、UNSCEAR、ICRP及びIAEAなどの国際機関が、放射線の人体影響を評

価する上での最も基本的な資料であり、国際放射線防護体系を構築する上で最も重要な資料になっている。広島大学

は、原爆放射線医科学研究所を中心に原爆放射線で誘発された白血病やがんなどの発症機構の解明やそれを応用

した早期診断法や治療法の開発と診療活動を行ってきた。また、広島原爆障害対策協議会は、長年の被爆者の健康

診査と健康管理の実績を有し、広島赤十字・原爆病院は、被爆者に発症する様々の疾患の診断、治療の実績を有す

る。広島県、市の医師会には、長年に渡り被爆医療に取り組んできた多くの医師たちがいる。この様な実績や経験は、長

期的な福島県民の健康管理や疾患の早期診断や治療には不可欠なものであり、今後もあらゆる場面で支援を継続し

ていく。



（２） 専門書の作成
（ⅰ）「原爆放射線の人体影響１９９２」
　医療従事者向けの原爆医療解説書の作成は、HICAREの歴史の巻頭を

飾る目玉事業であり、１９９２年（平成４年）６月に発刊された「原爆放射線の人

体影響１９９２」は、原爆被爆後４６年間の研究の成果を集大成したものとし

て、いまもなお高い評価を得ている。

　放射線の健康影響の幅広い理解と、世界各地で発生している放射線被ば

く者の医療のために原爆後障害研究の成果を役立てることを目的としたこの

原爆医療解説書の作成は、原爆医療解説書作成ワーキンググループ（担当

幹事：広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター副所長伊藤千賀

子、役職は当時）により進められたものであり、HICAREの発足前の１９９１年

（平成３年）１月、その活動は既にスタートしていた。

内容は、それまでに得られた研究成果に基づき、とくに人体への健康影響を中心として、疾患別にわかりやすい解説

を試み、それらの執筆は、主として広島で実際に原爆被爆者の医療・健康管理・研究に携わっておられた第一線の

方 ３々９名にお願いした。

１９９１年（平成３年）１月２２日以降、数回にわたるワーキンググループ（WG）会議の後に、同９月１７日からは重松逸造

氏（放射線影響研究所理事長、役職は当時）、伊藤千賀子氏、鎌田七男氏（広島大学原爆放射能医学研究所血液学

研究部門教授、役職は当時）、秋山實利氏（放射線影響研究所放射線生物学部部長、役職は当時）、および佐々木英

夫氏（放射線影響研究所臨床研究部副部長、役職は当時）の５名の編集者からなる編集委員会が３回開かれた。

これらの編集委員会を通して集まった原稿の確認・編集が重ねられ、㈱文光堂より１９９２年（平成４年）３月３１日に第

１刷が発行された。

（ⅱ）「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版）の発刊
「原爆放射線の人体影響１９９２」の要点を、図や表を使い、一般の人々にも

目で見てわかり易いように伝えるため、１９９２年度（平成４年度）は同書の要約

版の作成に取り組んだ。原爆医療解説書作成WGは、１９９２年（平成４年）６

月１日に第１回要約版編集会議を開催し、要約版の全体の構成，各テーマの

内容、執筆者、ページ数を決定し、７月３１日までに担当幹事へ提出するよう決

定した。

１１月２４日には、第３回要約版編集会議を開催し、要約版の初校原稿をもと

に、出版社である㈱文光堂も交え、図、表及び説明文等の内容について再検

討を行った後、１９９３年（平成５年）４月に「原爆放射線の人体影響１９９２」

（要約版）が発行された。

（ⅲ）「原爆放射線の人体影響１９９２」及び同要約版の英語版

の発行
「原爆放射線の人体影響１９９２」及び同要約版の英語訳については、１９９

２年度（平成４年度）から作業が進められており、原爆医療解説書作成WGに

おいては、質問およびその回答のとりまとめなど、翻訳者と各執筆者の間の連

絡調整を行ってきた。

１９９３年（平成５年）１０月には、「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版)

の英語版が一足先に出版された。

「原爆放射線の人体影響１９９２」の英訳については、１９９３年（平成５年）

１２月１８日に出版社と協議を行い、また、１２月２４日にはWGの会合を開き、そ

の時点でできあがっていた翻訳原稿について、執筆者に１月１０日までに目を通し修正してもらうこととした。この修正にお

いて、当初の日本語版から内容自体も修正されたものがあり、これについて２月８日に翻訳者と協議を行った。この後、執

筆者による翻訳原稿の再チェック等を経て、1995年（平成７年）４月に「原爆放射線の人体影響１９９２」の英語版が出版

の運びとなった。

なお、この「原爆放射線の人体影響１９９２」（英語版)は第３１回日本翻訳出版文化賞1995年度（平成７年度：日本翻

訳家協会主催）を受賞した。

（ⅳ）「原爆放射線の人体影響１９９２」（要約版）のロシア語版の発行
ＨＩＣＡＲＥの受入研修生のうち、ロシア語圏からの研修生が多いため、1998年度（平成１０年度）に「原爆放射線の人

体影響１９９２」（要約版）のロシア語版を作成した。このロシア語版は、それまでの日本語版、英語版と異なり商業出版を

目的としたものでなく、ロシア語圏からの研修生および旧ソ連地域の関係機関への寄贈用として作成した。(出版：１９９９

年（平成１１年）３月）

（ⅴ）「原爆放射線の人体影響　改定第２版」の発行
「原爆放射線の人体影響１９９２」は、発刊より原爆被爆者医療のバイブル

的存在として、更に、海外から研修で訪れる医療関係者のテキストとして活用

された。しかしながら、発刊より相当の年月が経過していくとともに、その間にも

原爆放射線の後障害に関する研究は進展を遂げ、その成果が数々の論文と

して報告された。このような背景のもとに、当協議会幹事会は、新たな研究の

成果を盛り込んだ改訂版を出す必要性を認識し、２００６年（平成１８年）に編

集ワーキンググループを立ち上げ、編集方針の検討を行うとともに出版に向け

た一連の作業を進めた。

　内容は初版の持つ原爆放射線医療のバイブル的存在としての位置づけを保ちつつ、あくまで純粋な科学的専門書

であることを基本とした。よりわかりやすい構成とするため、初版では記述が混在していた「原爆被曝(生存)者」「胎内被

爆者」「被爆二世（遺伝的影響）」を目次で大別し、更に個々の項目ごとに「要約」を設けることとした。本書の根幹となる

目次や執筆者の選定は、編集ワーキンググループの児玉和紀氏（放射線影響研究所主席研究員）、佐々木英夫氏（広

島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター所長、役職は当時）と星正治氏（広島大学原爆放射線医科学研究

所教授、役職は当時）が行った。

　初版の執筆は、広島で原爆被爆者医療に携わる方々に依頼したが、本書では、広島において第一線で活躍されて

いる方々に加え、長崎の方々にも依頼した。また、巻末には「用語解説」を設けて、一般的ではないいくつかの用語につ

いて簡潔な解説を加え、一般の読者の便を図ることとした。こうして２０１２年（平成２４年）の３月３０日の第1刷発行に至

ることとなった。
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　福島原子力発電所事故（福島原発事故）が発生して6年以上が経過した。

この間、県民や政府、福島県及び多くの関係者の献身的な努力により着実に復興に向けた歩みが進んでいる。原発

周辺の避難指定が解除され落ち着きを取り戻す一方で、いまだに低線量・低線量率放射線被ばくの人体影響につい

ての懸念が続いており、復興を妨げている現状がある。福島原発事故における広島の役割として福島の復興に力を尽

くすことが求められている。　

（１）事故当時の対応
２０１１年（平成２３年）３月１５日、福島県知事（災害対策本部）から広島県知事に対し、同月１１日の東日本大震災

で被災した福島第一原子力発電所の事故に対処するため、放射線技師及び看護師等を派遣するよう緊急要請が

あった。

これを受け、広島県からHICAREに対し、放射線量測定チームの編成・派遣の要請があったため、次のとおり、放射

線技師及び看護師等からなる６人のチームを直ちに編成し、３月１６日から２２日の７日間派遣した。

　現地では、福島県県中（けんちゅう）保健所と合同で、次の活動を行った。

①　県中保健所管内の避難所（12か所）を巡回し、「放射線スクリーニング検査」を実施

② ①の検査の結果、福島県が設けた除染基準に達する汚染があった場合には，除染を実施

③ ①の検査の結果について、証明書を発行

その後、福島県が放射性物質の影響による県民の健康不安の解消と将来にわたる健康管理の推進等を図ることを

目的に、約２００万人の県民全員を対象に健康管理調査を長期間にわたって実施することを受け、この健康調査の実施

に当たっては福島県に対する国の全面的な支援が不可欠であることから次のように国に提言を行った。

・健康管理は、早期発見・早期治療とともに、健康不安の解消に役立つという目的を、対象となる者に十分に説明し、理

解を得た上で行うことが必要であること。

・外部被ばくのみでなく、内部被ばくも視野に入れた調査項目の設定が重要であること。

・強力な管理運営体制の構築と、国内外の第三者機関の評価を受けつつ実施することが重要であること。

・HICAREとして、これまでに培った原爆被爆者医療の経験をもって最大限の協力を行う用意があること。

　また、HICAREの理事・幹事を務めておられる、広島大学の神谷研二氏と放射線影響研究所の児玉和紀氏は、国

の原子力災害専門家グループや福島県の調査検討委員会のメンバーとしても広島の知見を活用するなどのサポートを

していった。

（２） 構成機関による支援
　県民の健康管理と健康増進は、福島復興では最も重要な課題である。放射線災害後の健康管理には、住民の被ば

く線量を推定し、それに伴う健康影響を把握すると共に健康をケアする対策が必要となるなど、専門的な取り組みが求

められる。福島県は、県民の外部被ばく線量を推定し、県民の健康状態を把握するために県民健康調査を実施してい

る。広島には、被爆者における原爆放射線の健康影響の解明や、健康管理、さらには被爆によって誘発された疾患の

診断治療等を長年にわたり実施してきた被爆医療の専門機関が存在する。これらの専門機関には、長年の経験と知識

や技術が蓄積されており、福島の県民健康調査を計画する際にもこれら機関の多くの専門家がその支援を行ってきた。

　放射線影響研究所は、長年に渡り被爆者の長期疫学調査を行い、放射線の人体影響に関して世界で最も総合的

で正確な知見を報告してきた。この知見は、UNSCEAR、ICRP及びIAEAなどの国際機関が、放射線の人体影響を評

価する上での最も基本的な資料であり、国際放射線防護体系を構築する上で最も重要な資料になっている。広島大学

は、原爆放射線医科学研究所を中心に原爆放射線で誘発された白血病やがんなどの発症機構の解明やそれを応用

した早期診断法や治療法の開発と診療活動を行ってきた。また、広島原爆障害対策協議会は、長年の被爆者の健康

診査と健康管理の実績を有し、広島赤十字・原爆病院は、被爆者に発症する様々の疾患の診断、治療の実績を有す

る。広島県、市の医師会には、長年に渡り被爆医療に取り組んできた多くの医師たちがいる。この様な実績や経験は、長

期的な福島県民の健康管理や疾患の早期診断や治療には不可欠なものであり、今後もあらゆる場面で支援を継続し

ていく。




